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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロメカニカル構造体（１）の直交補償方法であって、
　前記マイクロメカニカル構造体（１）は、主延在面（１００）を有する基板（２）と、
ばね部材により前記基板（２）に固定されている振動質量体（３）と、前記基板（２）と
接続されている第１の補償電極（４０）と、前記基板（２）と接続されている第２の補償
電極（５０）とを有し、前記第１の補償電極（４０）と前記振動質量体（３）との間にお
ける第１の直交電圧（Ｕ40）の印加により、前記振動質量体（３）に対する第１の補償力
（４１）が生じ、前記第２の補償電極（５０）と前記振動質量体（３）との間における第
２の直交電圧（Ｕ50）の印加により、前記振動質量体（３）に対する第２の補償力（５１
）が生じる、直交補償方法において、
　前記第１の直交電圧（Ｕ40）の平方と前記第２の直交電圧（Ｕ50）の平方の和が常に一
定であるように前記第２の直交電圧（Ｕ50）を調整することを特徴とする、直交補償方法
。
【請求項２】
　前記第２の直交電圧（Ｕ50）を前記第１の直交電圧（Ｕ40）の関数として算出し、該関
数は少なくとも前記第１の直交電圧（Ｕ40）の最小電圧（Ｕ40,min）と前記第１の直交電
圧（Ｕ40）の最大電圧（Ｕ40,max）との間で単調に降下する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の直交電圧（Ｕ50）を前記第１の直交電圧（Ｕ40）の平方根関数に依存して調
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整する、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記平方根関数の独立変数を少なくとも、第１の定数の平方と前記第１の直交電圧（Ｕ

40）の平方の差として算出し、前記第１の定数は前記最大電圧（Ｕ40,max）を含む、請求
項３記載の方法。
【請求項５】
　前記平方根関数の独立変数を第１の加数の平方と第２の加数の平方と第３の加数の平方
との和から算出し、前記第１の加数は前記最大電圧（Ｕ40,max）とオフセット電圧（Ｕof

f）の差を含み、前記第２の加数は前記最小電圧（Ｕ40,min）と前記オフセット電圧（Ｕo

ff）の差を含み、前記第３の加数は前記第１の直交電圧（Ｕ40）と前記オフセット電圧（
Ｕoff）の差を含み、前記平方根関数に前記オフセット電圧（Ｕoff）を加算する、請求項
３記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の補償力（４１）によって一つの補償方向に沿った前記振動質量体（３）の第
１の補償運動を生じさせ、前記第２の補償力（５１）によって、前記補償方向と平行であ
るが向きが逆である方向に、前記振動質量体（３）の第２の補償運動を生じさせ、前記補
償方向は前記主延在面（１００）に対して垂直、もしくは平行に配向されている、請求項
１から５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　マイクロメカニカル回転レートセンサの補償調整に使用する、請求項１から６までのい
ずれか１項記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロメカニカル構造体が、主延在面を有する基板と、ばね部材により基
板に固定されている振動質量体と、基板と接続されている第１の補償電極と、基板と接続
されている第２の補償電極とを有し、第１の補償電極と振動質量体との間における第１の
直交電圧の印加により、振動質量体に対する第１の補償力が生じ、第２の補償電極と振動
質量体との間における第２の直交電圧の印加により、振動質量体に対する第２の補償力が
生じる、直交補償方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　その種の方法は一般的に公知である。例えば、特許文献１からは、基板およびコリオリ
素子を備えた回転レートセンサが公知であり、コリオリ素子は第１の軸に対して平行に振
動するために励起される。コリオリ力に起因してコリオリ素子は第１の軸に対して垂直な
第２の軸に変位する。また、回転レートセンサは基板とコリオリ素子との間に補償構造体
の形態の力伝達手段を有し、この補償構造体は直交補償（quadratur compensation）のた
めに設けられている。コリオリ素子は振動質量体を有し、この振動質量体は複数の部分を
有する。補償構造体は第１の電極および第２の電極を有し、これらの電極は固定的に基板
と接続されており、また基板の表面に対して垂直にそれぞれが枠の部分に突入している。
この部分の内側領域は非対称に構成されているので、第１の電極または第２の電極の相応
の接続によって枠の第１の補償力または第２の補償力が基板に相対的に検出方向に対して
平行である一方の方向または検出方向に対して逆平行である他方の方向において生じる。
補償力は駆動振動の変位に比例して増大する。したがってそれぞれの補償力を生じさせる
ためには、その都度第１の電極および第２の電極のうちの一方のみが接続され、第１の電
極および第２の電極のうちの他方の電極は接続されない、もしくは僅かに接続される。こ
れらのそれぞれの補償力によって、駆動運動によって生じる、検出方向に対して平行な枠
における不所望な横方向の力（以下では直交力と称する）を補償することができる（直交
補償）。この種の直交力は製造時のセンサ構造内の欠陥に起因し、また駆動周波数を有す
るコリオリ検出信号の変調を生じさせ、したがって検出ブランチ内に不所望なオフセット
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信号も生じさせる。不利なことに、外部の影響（例えば温度変化またはパッケージングス
トレスに起因する基板の歪曲）によって直交が変化するので、第１の電極および第２の電
極を接続するための第１の直交電圧および第２の直交電圧を回路によって相応に上昇させ
るか、低下させなければならない。しかしながらこれによって、一方では検出ばねの機械
的な剛性に依存し、他方では検出回路内の全ての電極の電気的な接続、すなわち殊に直交
電圧にも依存する、検出構造体の効果的なばね剛性も変化し、これによって検出モードの
共振周波数もやはりシフトする。これを以下では正帰還結合と称する。したがって回転レ
ートセンサの完全な共振モードのために、すなわち検出周波数を駆動周波数と等しくする
ために、検出電圧は相応に適合されなければならない。これにより殊に、正帰還結合作用
が比較的大きい場合には製造公差と相互作用して、回転レートセンサの完全な共振モード
をいかなる時点においても保証できなくなり、したがって検出感度ないし回転レートセン
サの信号雑音比が損なわれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】WO 03/058 167 A1
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって本発明の課題は、検出感度ないし回転レートセンサの信号雑音比が損なわれ
ることなく、いかなる時点においても回転レートセンサの完全な共振モードを保証できる
直交補償方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題は、マイクロメカニカル構造体が、主延在面を有する基板と、ばね部材により
基板に固定されている振動質量体と、基板と接続されている第１の補償電極と、基板と接
続されている第２の補償電極とを有し、第１の補償電極と振動質量体との間における第１
の直交電圧の印加により、振動質量体に対する第１の補償力が生じ、第２の補償電極と振
動質量体との間における第２の直交電圧の印加により、振動質量体に対する第２の補償力
が生じる、マイクロメカニカル構造体の直交補償方法において、第２の直交電圧が第１の
直交電圧に依存して調整されることにより解決される。
【０００６】
　請求項１に記載されている本発明による直交補償方法は従来技術に対して、正帰還結合
の変化が相応の直交電圧の変化の際に大幅に抑制されるという利点を有する。このことは
、第２の直交電圧が第１の直交電圧に依存して調整ないし変更されることによって達成さ
れる。すなわち、振動質量体についての一方の方向への補償力のみが形成されるべき場合
であっても、第１の直交電圧も第２の直交電圧も接続される。第１の直交電圧および第２
の直交電圧は相互的な関係で調整される。有利には、第１の直交電圧と第２の直交電圧の
適切な比率を選択することによって所望の補償力が形成され、それと同時に第１の直交電
圧の変化および第２の直交電圧の変化によってばね部材のばね定数に及ぼされる影響は、
このばね定数が実質的に一定であるように補償される。このことは、第１の直交電圧の第
１の変化による正帰還結合作用の第１の変化が、第２の直交電圧の相応の第２の変化によ
る正帰還結合作用の逆方向の第２の変化によって補償調整されることによって達成され、
その結果、正帰還結合作用の全体のバランスは実質的に一定になる。これにより、検出回
路における他の電圧レベルの比較的煩雑な追従制御は必要なくなり、したがって簡単なや
り方でマイクロメカニカル構造体の完全な共振モードが保証されていることになる。した
がって殊に、同一の評価回路を用いて、補償電極の正帰還結合能力と、検出回路内で有効
なその他の電極の総正帰還結合能力との全く異なる比率で、マイクロメカニカル構造体を
確実に完全な共振状態において作動させることができる。
【０００７】
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　本発明の有利な実施形態および改善形態は従属請求項および図面を参照した説明から得
られる。
【０００８】
　有利な実施形態によれば、第２の直交電圧が同期式に、または持続的に第１の直交電圧
に依存して調整されるので、有利にはほぼ永続的に、マイクロメカニカル構造体の直交補
償が第１の補償電極および第２の補償電極の相応の変更または接続によって実施される。
【０００９】
　別の有利な実施形態によれば、第１の直交電圧の平方と第２の直交電圧の平方の和が実
質的に常に一定であるように第２の直交電圧が調整される。したがって殊に有利には、正
帰還結合作用は実質的に、第１の直交電圧の平方と第２の直交電圧の平方の和にのみ依存
するので、正帰還結合作用の変化がその都度の個々の第１または第２の直交電圧に依存せ
ずに最小化される。それと同時に、第１の直交電圧および第２の直交電圧の相応の調整に
よって直交補償が実現される。何故ならば、直交補償は正帰還結合作用とは異なり、実質
的に第１の直交電圧の平方と第２の直交電圧の平方の差に依存するからである。
【００１０】
　別の有利な実施形態によれば、第２の直交電圧が第１の直交電圧の関数として算出され
、この関数は少なくとも第１の直交電圧の最小電圧と第１の直交電圧の最大電圧との間で
単調に降下する。したがって殊に有利には、第２の直交電圧が第１の直交電圧に対して逆
方向性であり、一方の直交電圧が高まった際（第１の直交電圧の正帰還結合作用の上昇）
には、他方の直交電圧が自動的に低減され（第２の直交電圧の正帰還結合作用の低減）、
したがって２つの直交電圧の平方の和は正帰還結合作用の変化を最小にするために実質的
に一定に維持される。
【００１１】
　別の有利な実施形態によれば、第２の直交電圧が第１の直交電圧の平方根関数に依存し
て調整されるので、有利には、第１の直交電圧および第２の直交電圧を調整するための比
較的簡単に実現できる解析割り当て規則が得られる。それと同時に上述の算術的な条件、
すなわち第１の直交電圧の平方と第２の直交電圧の平方の和が実質的に常に一定であるべ
きであるという条件は少なくとも近似的に自動的に満たされており、したがって正帰還結
合作用の変化は最小化されている。殊に有利には、平方根関数の値は「マッピングテーブ
ル」の形態で格納され、このマッピングテーブルから第１の直交電圧と第２の直交電圧の
関係が得られる。したがって殊に有利には、マイクロメカニカル構造をＡＳＩＣにおいて
実現する場合、ＡＳＩＣにおける解析平方根計算が必要となる。値の等級分けは相応に小
さく選定されなければならない。
【００１２】
　別の有利な実施形態によれば、平方根関数の独立変数は少なくとも、第１の定数の平方
と第１の直交電圧の平方の差として算出される。この際、第１の定数は殊に最大電圧を含
む。したがって殊に有利には、割り当て規則が第１の補償電極において最大限に調整可能
な電圧について正規化される。この場合、最小電圧として０ボルトが採用される。
【００１３】
　別の有利な実施形態によれば、平方根関数の独立変数が第１の加数の平方と第２の加数
の平方と第３の加数の平方との和から算出され、第１の加数は最大電圧とオフセット電圧
の差を含み、第２の加数は最小電圧とオフセット電圧の差を含み、第３の加数は第１の直
交電圧とオフセット電圧の差を含む。平方根関数には殊にオフセット電圧が加算される。
したがって以下の割り当て規則が得られる。
【００１４】
【数１】

【００１５】
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　したがって殊に有利には、第１の直交電圧と第２の直交電圧の関数的な関係の偏差を、
正帰還結合作用の変化を最小にするために、オフセット電圧の相応の調整によって比較的
簡単なやり方で補正することができる。殊に、評価回路の比較的複雑なクロックパターン
によって生じる偏差を補正することができる。比較的小さい直交値を有する直交電極に関
しては、択一的に、最大電圧がより小さい電圧値に代替されるので、全体の正帰還結合が
低減される。択一的に、直交電極の全体の正帰還結合作用の上昇が所望される場合には、
最小電圧をより大きい電圧値で代替することができる。電圧値はこれらいずれの場合にも
、例えばマイクロメカニカル構造体を補償調整することによって、別個にそれぞれの直交
電極に関して決定することができる。
【００１６】
　別の有利な実施形態によれば、第１の補償力によって一方の補償方向に沿った振動質量
体の第１の補償運動が生じ、また第２の補償力によって他方の方向、すなわち前述の一方
の方向に実質的に逆平行の補償方向における振動質量体の第２の補償運動が生じる。補償
方向は有利には主延在面に対して垂直および／または平行に配向されている。したがって
殊に有利には、直交補償、すなわち検出振動からの駆動振動の少なくとも近似的な分離が
実現されるので、駆動振動のコリオリ検出信号への直接的なクロストークは抑制される。
殊に有利には、本発明による方法を、主延在面に対して垂直な検出方向を有するマイクロ
メカニカル構造体にも、主延在面に対して平行な検出方向を有するマイクロメカニカル構
造体にも適用することができる。
【００１７】
　別の有利な実施形態によれば、本方法がマイクロメカニカル回転レートセンサの補償調
整に使用される。殊に回転レートセンサにおいては、妨害信号を低減するための直交補償
が正帰還結合作用の変化に起因する周波数シフトを生じさせ、その結果回転レートセンサ
が完全な共振領域から外れる危険が存在する。したがって、殊に回転レートセンサにおい
ては、同時に正帰還結合作用も一定に維持する直交補償方法が殊に有利である。
【００１８】
　本発明の実施例を図面に示し、以下において詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１ａ】従来技術によるマイクロメカニカル構造体の概略的な平面図を示す。
【図１ｂ】従来技術によるマイクロメカニカル構造体の概略的な平面図を示す。
【図１ｃ】従来技術によるマイクロメカニカル構造体の概略的な平面図を示す。
【図２ａ】従来技術によるマイクロメカニカル構造体における直交補償の概略的な経過を
示す。
【図２ｂ】従来技術によるマイクロメカニカル構造体における正帰還結合の概略的な経過
を示す。
【図３】本発明の第１の実施形態によるマイクロメカニカル構造体における第２の直交電
圧の概略的な経過を示す。
【図４】本発明の第２の実施形態によるマイクロメカニカル構造体における直交の概略的
な経過を示す。
【図５】本発明の第２の実施形態によるマイクロメカニカル構造体における正帰還結合の
概略的な経過を示す。
【図６】本発明の第２の実施形態によるマイクロメカニカル構造体における第２の直交電
圧の概略的な経過を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　種々の図面において同一の部分には常に同一の参照番号が付されており、したがって通
常は各部分について一度しか説明しない。
【００２１】
　図１ａ～１ｃには従来技術によるマイクロメカニカル構造体１の概略的な平面図が示さ
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れており、マイクロメカニカル構造体１は主延在面１００を備えた基板２と振動質量体３
とを有する。殊に図１ａ，１ｂおよび１ｃには、直交補償に使用される振動質量体３の一
部しか図示されていない。振動質量体３は図示されていないばね部材によって基板２に弾
性に固定されている。振動質量体３は殊に回転レートセンサの駆動フレームを含む。振動
質量体３は駆動振動のために主延在面１００に対して平行に図示していない櫛状駆動部に
よって励起される。駆動振動は駆動周波数を含む。さらにこの場合、振動質量体３には図
示していないコリオリ素子が別のばね部材を介して固定されており、このコリオリ素子は
主延在面１００に対して垂直または平行な角速度が生じた際に、駆動振動に垂直且つ角速
度に垂直な周期的なコリオリ加速を受ける。周期的なコリオリ加速は相応の検出周波数を
有する検出振動を含む。信号雑音比を最大にするために、回転レートセンサは完全に共振
して駆動される。すなわち、駆動モードの周波数と検出モードの周波数は一致する。駆動
振動の開始時に振動質量体３は製造時の欠陥に起因して駆動方向に垂直な振動補償も受け
るので、回転レートセンサは信号雑音比を高めるために直交補償されなければならない。
このことは第１の補償電極４０および第２の補償電極５０を適切に第１の直交電圧Ｕ40お
よび第２の直交電圧Ｕ50と接続することによって行われる。このために第１の補償電極４
０および第２の補償電極５０は固定的に基板２と接続されており、主延在面１００に対し
て垂直に振動質量体３の第１の部分４および第２の部分４’へとそれぞれ突入している。
第１の部分４および第２の部分４’は実質的に矩形の内側輪郭を有し、第１の部分４およ
び第２の部分４’の一方の側には段が設けられている。第１の部分４および第２の部分４
’は相互に鏡面対象に配置されており、第１の補償電極４０は第１の部分４内に配置され
ており、第２の補償電極５０は第２の部分４’内に配置されている。図１ａには、駆動電
圧無しの静止状態にある振動質量体３が示されている。図１ｂにおいて、振動質量体３は
駆動電圧によって第１の方向ｘに沿って移動する。第１の補償電極４０と振動質量体３と
の間の第１の直交電圧Ｕ40は第１の部分４における縁に基づき、第２の方向ｙに沿った第
１の補償力４１を生じさせる。他方では、第２の補償電極５０と振動質量体３との間の第
２の直交電圧Ｕ50は第２の部分４’における反対方向の縁に基づき第２の方向ｙに沿って
おり、且つ第１の補償力４１の方向とは反対の方向に沿った第２の補償力５１を生じる。
同様に図１ｃにおいては、振動質量体３が第１の方向ｘに沿って反対方向に変位しており
、相応に第１の補償力４１および第２の補償力５１の符号は反転している。従来技術によ
れば、このようにして第１の補償電極４０または第２の補償電極５０の一方が直交補償の
ために接続される。
【００２２】
　従来技術によるマイクロメカニカル構造体１の構成は単に例示的な特性を有しているに
過ぎず、直交補償のための本発明による方法の適用可能性をこの種のマイクロメカニカル
構造体１に制限するものではない。むしろ本発明による方法を、主延在面１００に対して
垂直な検出方向を有するマイクロメカニカル構造体１についても実施することができ、こ
の場合、第１の補償電極４０および第２の補償電極５０は有利には主延在面１００に対し
て垂直に、基板２と振動質量体３との間に配置されているので、第１の補償力４１および
第２の補償力５１は同様に、主延在面１００に対して実質的に垂直に振動質量体３に作用
する。
【００２３】
　図２ａおよび２ｂには、第１の直交電圧Ｕ40と直交補償および正帰還結合との関係が概
略的に示されている。図２ａにおいて横軸２００には第１の直交電圧Ｕ40がプロットされ
ており、縦軸２０１には補償された直交が「フルスケール」単位でプロットされている。
第１の曲線２０３は、従来技術に従って一定とみなされる第２の直交電圧Ｕ50による第２
の直交を示す。第２の曲線２０４は第１の直交電圧Ｕ40による上昇する第１の直交を示す
。全体の直交補償は第３の曲線２０５によって示されている。第２の直交電圧Ｕ50は全体
の直交補償に殆ど寄与していないことが分かる。同様に図２ｂにおいて横軸２０６には第
１の直交電圧Ｕ40がプロットされており、縦軸２０７には正帰還結合が周波数の単位でプ
ロットされている。第４の曲線２０８は、従来技術に従って一定とみなされる第２の直交
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電圧Ｕ50による第２の正帰還結合を示す。第５の曲線２０９は第１の直交電圧Ｕ40による
上昇する第１の正帰還結合を示し、他方では全体の正帰還結合が第６の曲線２１０によっ
て示されている。全体の正帰還結合は第１の直交電圧Ｕ40によってのみ決定されることが
分かる。
【００２４】
　図３には、本発明の第１の実施形態によるマイクロメカニカル構造体１における第２の
直交電圧Ｕ50の概略的な経過が示されている。この第２の直交電圧Ｕ50の概略的な経過は
第１の直交電圧Ｕ40の平方根関数として表される。横軸３００には第１の直交電圧Ｕ40が
プロットされており、縦軸３０１には第２の直交電圧Ｕ50がプロットされている。第２の
直交電圧Ｕ50は第１の直交電圧Ｕ40が上昇するにつれ大きく単調に降下していることが分
かる。比較のために第７の曲線３０２として、一定であり、且つ第１の直交電圧に依存し
ない、従来技術による第２の直交電圧を示している。
【００２５】
　図４には、本発明の第２の実施形態によるマイクロメカニカル構造体１における直交の
概略的な経過が示されており、横軸４００には第１の直交電圧Ｕ40がプロットされており
、縦軸４０１には直交補償が「フルスケール」単位でプロットされている。この場合、第
２の直交電圧Ｕ50は第１の直交電圧Ｕ40と以下の関数関係を有する：
【数２】

【００２６】
　第８の曲線４０２は第１の直交電圧Ｕ40による第１の直交補償を示し、第９の曲線４０
３は第２の直交電圧Ｕ50による第２の直交補償を示す。直交補償の和は全体の直交補償と
して第１０の曲線４０４によって表されている。全体の直交補償は第１の直交電圧Ｕ40に
よっても第２の直交電圧Ｕ50によっても行われることが分かる。
【００２７】
　図５には、本発明の第２の実施形態によるマイクロメカニカル構造体１における正帰還
結合の概略的な経過が示されており、横軸５００には第１の直交電圧Ｕ40がプロットされ
ており、縦軸５０１には正帰還結合が周波数単位でプロットされている。第１１の曲線５
０２は、第１の直交電圧Ｕ40の上昇と共に低下していく第２の直交電圧Ｕ50による第２の
正帰還結合を示す。第１２の曲線５０３は第１の直交電圧Ｕ40による第１の正帰還結合を
示す。第１の正帰還結合は第１の直交電圧Ｕ40の上昇と共に大きくなるので、第２の正帰
還結合の低下は第１の正帰還結合の上昇によって即座に補償される。したがって、第１３
の曲線によって示されている全体の正帰還結合は一定である。
【００２８】
　図６には、本発明の第２の実施形態によるマイクロメカニカル構造における第２の直交
電圧Ｕ50の概略的な経過が示されている。横軸６００には第１の直交電圧Ｕ40がプロット
されており、縦軸６０１には第２の直交電圧Ｕ50がプロットされている。図６は、マイク
ロメカニカル構造体１の補償調整時に個別に選択することができる、第１の直交電圧Ｕ40

および種々の最大電圧Ｕ40,maxと第２の直交電圧Ｕ50の曲線群６０２との関係を示す。
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